
 

 

（労働者側委員） 

池田 智香子（全日本自動車産業労働組合総連合会中央

執行委員・労働政策局長） 

伊藤 彰英（日本基幹産業労働組合連合会 

企画調査部長） 

永井 幸子（UA ゼンセン副書記長） 

仁平 章（日本労働組合総連合会総合政策推進局 

総合局長） 

平野 覚（ＪＡＭ労働・調査グループ長） 

水崎恵一（全日本電機・電子・情報関連産業労働組合 

連合会中央執行委員） 

（使用者側委員） 

 大下 英和（日本商工会議所産業政策第二部長） 

佐久間 一浩（全国中小企業団体中央会事務局次長） 

志賀 律子（株式会社麻布タマヤ代表取締役） 

土井 和雄（全国商工会連合会中小企業問題研究所所

長） 

新田 秀司（一般社団法人日本経済団体連合会労働

政策本部長） 

堀内 麻祐子（株式会社センショー代表取締役） 

諮問・答申事項等  

・令和４年度地域別最低賃金額改定の目安について（R4.6.28諮

問、R4.8.2 答申） 

・令和５年度地域別最低賃金額改定の目安について（R5.6.30諮

問、R5.7.28 答申）  

 

 

労働保険審査会 

 

主管省及び庶務担当部局課 厚生労働省労働基準局総務課 

 電話番号 (03)5253-1111（代表）     

ホームページ 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/indexshingi.html 

根 拠 法 令 労働保険審査官及び労働保険審査会法第 25 条 

設 置年月日  昭和 31 年８月１日 

所 掌 事 務  

１．労働者災害補償保険法第 38 条及び雇用保険法第 69 条の規

定による再審査請求の事件を取り扱うこと 

２．中小企業退職金共済法第 84 条第１項の規定による審査の事

務を取り扱うこと 

分科会等＜分科会＞ なし 

    ＜部 会＞ なし 

委員＜定数＞  ９人  人格が高潔であって、労働問題に関する識 

  見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する

学識経験を有する者 

うち常勤 ６人 

＜任期＞ ３年 

＜氏名＞ ◎甲斐 哲彦（元東京家庭裁判所長）（常勤） 

室井 純子（元衆議院法制局第三部長）（常勤） 

        植木 敬介（元獨協医科大学医学部脳神経外科教授）       

（常勤） 
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菅野 淑子（元北海道教育大学教授）（常勤） 

比佐 和枝（元静岡家庭裁判所長）（常勤） 

廣 尚典（元産業医科大学産業生態科学研究所精神保健

学教授）（常勤） 

金岡 京子（東京海洋大学理事・副学長） 

嵩 さやか（東北大学法科大学院長） 

塚田 弥生（日本医科大学武蔵小杉病院 病院教授・ 

副院長） 

諮問・答申事項等 なし 
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